
嬬
嬬
の
寄
多
羅
月
民
領
パ

ル
ク
地
方
侵
入
に
つ、、
て

西
暦
第
五
・
六
世
紀
に
モ
ン
ゴ
ル
地
方
に
繁
策
し
た
嬬
嬬
(
柔
然
)

が
、
か
の
五
五
八
年
(
乃
至
は
そ
れ
よ
り
や
や
後
ν

に
ロ

1
7
皇
帝

E
2
E
Uロ
に
居
住
地
を
乞
い
、

下
ド
ナ
ウ
の
沿
岸

司
自
ロ
。
ロ
芯
ロ

に
居
住
地
を
得
、
後
年
(
寸
志
J
3
3‘
阿ハ
ω門戸

大
帝
及
び

虫

3
5
に

ピ
ザ
ン
ツ
は
じ
め

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の

d

曲
家
倒
せ
ら
れ
る
ま
で
の
永
い
問
、

諸
園
を
攻
め
お
び
や
か
し
た
ア
ヴ
ァ

l
ル
族
(
〉
σ
R
2・
〉

4
3
B
P

の
源
族
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
前
世
紀
末
以
来

〉
〈
釦
吋
印
)

の
未
解
決
問
題
と
し
て
、
賛
否
の
論
争
が
繰
返
え
さ
れ
な
が
ら
、
今

近
時

に
確
定
的
な
結
論
に
は
到
達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

に
お
け
る
嬬
嬬
及
び
ア
ヴ

7
1
ル
に
関
す
る
諸
研
究
、
並
び
に
嘗
時
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に
お
け
る
サ
サ
ン
ベ
ル
シ

ヤ
及
び
ビ
ザ
ン
ツ
の
封
外
・

蜜
族
政
策
に

関
す
る
諸
研
究
は
、
こ
の
問
題
の
周
法
的
諸
事
項
を
・
次
第
に
明
瞭
な

ら
し
め
て
お
り
、
本
問
題一
の
結
論
の
確
定
の
遠
く
な
い
こ
と
を
務
想

内

吟

風

白

せ
し
め
て
い
る
。

-私
は
現
在
、
曙
嬬
ア
ヴ
ァ
l
ル
同
一

読
に
劃
し
、
ぞ
れ
が
嘗
否
を

速
断
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
私
は
昨
年

「丁
令
柔
然

-'-23 -

族
史
二
考
」
(
石
演
博
士
古
稀
記
念
東
洋
拳
論
幾
)
を
渡
表
し
、
従
来
、
該

同
一
読
の
成
立
を
困
難
な
ら
し
め
る
重
要
理
由
の
一
と
し
て
考
え
ら

れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、

中
園
史
料
に
よ
れ
ば
、
突
阪

(
テ
ュ
ル
ク
)
が
モ

ン
ゴ
ル
地
匡
で
嬬

嬬
(
柔
然
)
を
撃
破
し
た
の
は
五
五
五
年
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、

ピ
ザ
ン

ツ
史
料
は
東
方
に
お
け
る
テ
ュ
ル
ク
の
ア
ヴ
ァ

l
ル
撃
破

テ
ュ
ル
ク
の

エ
フ

タ
ル
撃
滅

(五
五
八
J
五
六
八
年
の
聞
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
)
以
後
と
し
て
俸
え
て
い
る
。
こ
れ
は
嬬
嬬
と
ア

をヴ
ァ

l
ル
と
を
同
一
視
で
き
ぬ
時
間
的
理
由
で
あ
る
。

と
い
う
論
読
に
劃
し
て
検
討
を
加
え
、

賓
際
は
中
園
史
料
に
よ
っ
て
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も
突
阪
の
嬬
嬬
撃
破
は
五
七

O
年
J
五
八

O
年
ご
ろ
に
繋
け
る
べ
き

こ
と
を
明
か
に
し
、
同
一
読
の
成
立
を
妨
げ
る
理
由
の
一
を
除
去
し

た
の
で
、

本
論
文
で
は
さ
ら
に
、
守
山
岳
司
氏
ら
が
主
張
し
た
同

読
不
成
立
の
地
理
的
論
擦
、
す
な
わ
ち
、

嬬
嬬
の
西
境
は
こ
の
同
一
一
脱
を
正
蛍
化
す
る
程
十
分
に
は
西
方
に

達
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
英
主
、
祉
矯
可
汗
の
と
き
で
す
ら
、

西
は
同
ハ

E
E岳
山
吋
に
達
せ
る
の
み
。
螺
嵯
(
エ
フ
タ
ー
ル
族
)
及

び
イ
リ
の
民
族
の
ほ
か
は
、
曙
嬬
は
西
方
民
族
と
全
く
交
渉
を
も

た
な
か
っ
た
。

と
い
う
見
解
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
見
た
い
と
思
う
。

先
年
。

-P
富田

nRza氏
は
、
。
ロ
岳
町
の
円
四
町
田
内

ω
o
z『
円
四
回
同
O
円
仲
町
何

回

z
g門司一
O
間
同
}
話
吋
Z
H・}
内
田
(
切

ωoω

ロ¥
N
・

5
忠
)
の
中
で
、

バ
l
カ

l
氏

の
設

の
蛍
ら
ざ
る
を
云
っ
て
い
る
が
、
き
わ
め
て
簡
易
で
、
な
お
論
ず
べ
き

も
の
が
多
々
残
さ
れ
て
い
る
。

パ

l
カ
l
氏
が
輔
輔
の
勢
力
の
西
限
を
カ
ラ
シ
ャ

l
ル
と
し
た
の

は
恐
ら
く
北
史
魂
書
の
嬬
曙
俸
が
、
嬬
嬬
の
祉
忠
岡
可
汗
の
功
業
を
の

ベ
て
「
其
西
則
正
持
者
之
地
、
東
則
朝
鮮
之
地
云
々
」
と
あ
る
の
に
操

こ
の
北
史
や
現
行
本
魂
書
に
つ
走
者
百
之

っ
た
も
の
に
相
違
な
い
。

地
」
と
あ
る
の
は
通
典
に
よ
っ
て

「鷲
替
之
北
」
と
改
め
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
、
拙
稿
「
柔
然
族
史
序
説
」
に
の
ベ
た
、
通
り
で
あ
る
が
、

と
に
か
く
祉
法
問
時
代
の
曙
嬬
勢
力
の
西
限
は
確
に
カ
ラ
シ
ャ

l
ル

(
の
北
)
附
近
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
で
、
嬬

曙
の
全
時
代
を
通
じ
て
、
そ
の
勢
力
は
カ
ラ
シ
ャ

l
ル
よ
り
西
に
は

延
び
な
か
っ
た
と
推
察
す
る
の
は
安
嘗
で
な
い
。

い
ま
調
書
西
域
俸
の
大
月
氏
園
の
僚
を
見
る
と
、

大
月
氏
闘
は
慮
監
氏
城
に
都
す
。
弗
敵
沙
の
西
に
あ
り
。
代
を
去

る
こ
と
一
高
四
千
五
百
里
。
北
、
嬬
嬬
と
接
し
、
し
ば
し
ば
侵
ざ

る
。
遂
に
西
に
う
つ
り
、
薄
羅
城
に
都
す
。
弗
敵
沙
を
去
る
こ
と

二
千
一
百
里
、
其
王
寄
多
羅
勇
武
に
し
て
途
に
師
を
輿
し
大
山
を

- 24ー

越
え
て
、
南
の
か
た
北
天
竺
を
侵
す
。
乾
陀
羅
よ
り
以
北
の
五
園
、

牽
く
こ
れ
に
役
属
す
。
世
組
の
時
、

そ
の
園
人
京
師
に
商
販
し
、

自
ら
云
う
「
よ
く
石
を
鋳
て
五
色
の
瑠
璃
を
つ
く
る
」
と
。
こ
こ

に
於
て
碩
を
山
中
に
採
り
、
京
師
に
於
て
こ
れ
を
鋳
る
。
既
に
成

る
。
光
津
乃
ち
西
方
よ
り
来
る
者
よ
り
も
美
な
り
。
(
中
暮
)
こ
れ

よ
り
中
園
の
瑠
璃
還
に
賎
し
く
、
人
ま
た
こ
れ
を
珍
と
せ
ず
。

の
一
文
の
存
す
る
の
に
気
ず
く
で
あ
ろ
う
。
申
す
ま
で
も
な
く
現
行

の
親
書
西
域
停
は
、

宋
代
開
板
の
時
、
(
現
収
原
著
の
親
書
西
域
停

は
す
で
に
亡
逸
し
て
い
た
た
め

元
来
、
規
収
の
親
書
西
域
停
、
周



書
西
域
停
等
を
轄
篤
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
)
北
史
西
域
停
よ

り
碍
轄
寓
し
て
出
来
上
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
大

月
氏
園
の
篠
(
並
び
下
に
引
用
す
る
小
月
氏
園
の
篠
)
が
競
収
原
著

の
套
を
俸
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
鰻
か
ら
も
、
ま
た
競

収
原
著
に
依
操
節
録
し
た
と
思
わ
れ
る
唐
杜
佑
通
典
、
{
木
柴
史
太
卒

賓
字
記
の
大
小
月
氏
園
記
事
と
の
劉
比
か
ら
見
て
も
、
疑
な
い
と
こ

臥
叫

ろ
で
あ
る
。

た
だ
親
書
西
域
俸
は
、
上
掲
の
如
く
北
親
時
代
大
月
民
園
初
期
の

カ

シ

シ

シ

ョ

ウ

都
を
「
鹿
監
氏
城
」
と
し
て
い
る
の
じ
、
北
史
西
域
俸
は
勝
監
氏
城

と
し
て
い
る
↑差
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
き
か
、
乃
至
は
説
収

原
著
に
は
元
来
ど
ち
ら
が
書
か
れ
て
い
た
か
は
、
明
か
に
し
得
る
他

の
史
料
な
く
、
決
定
し
難
い
。
た
だ
こ
の
都
城
は
、
弗
敵
沙
(
パ
ダ

ク
シ
ャ

γ
)

よ
り
の
方
位
距
離
等
よ
り
み
て
、
こ
れ
が
今
の
∞
ω-wz

の
地
な
る
こ
と
は
、
榎
一
雄
氏
の
近
著
「
キ
ダ
l
ラ
王
朝
の
年
代
に

つ
い
て
」
(
東
洋
皐
報
四
一
・
3
)
の
所
論
の
遁
り
と
思
う
。
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た
だ
何
故
か
か
る
爾
書
の
差
を
生
じ
た
の
か
。
慮
は

g
E
F
畑一
m
a
Zロ聞

を
さ
す
ソ
グ
ド
語
の

E
S
に
関
連
す
る
も
の
な
る
や
も
知
れ
ぬ
が
、
叉
全

く
桁
字
な
る
や
も
知
れ
ぬ
(
漢
代
以
来
、
大
月
氏
王
の
居
城
は
監
氏
城
で
あ

っ
た
)
。

も
し
術
字
と
す
れ
ば
、
古
く
貌
書
・
北
史
が
穂
寓
さ
、れ
行
く
聞
に
、

字
形
の
類
似
よ
り
監
を
虚
に
誤
り
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
下
に
正
し
く
監
の
字

を
書
き
改
め
た
た
め
虚
監
と
な
り
、
さ
ら
に
後
人
が
こ
の
桁
字
な
る
を
気
づ

き
、
桁
字
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
勝
の
文
字
を
慮
の
傍
に
附
し
た
も

の
が
、
次
に
は
勝
監
と
書
き
停
え
ら
れ
る
に
至
り
、
そ
れ
が
板
に
附
さ
れ
今

日
に
至
り
、
北
史
の
方
で
は
勝
監
と
し
て
俸
わ
り
、
現
行
本
貌
書
の
方
で
は

慮
監
と
し
て
板
行
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
帳
暖
の
停

で
、
北
史
に
は
「
煎
卒
中
遺
勝
伏
子
統
」
と
あ
る
に
封
し
、
貌
書
で
は
「
照

卒
中
、
遺
王
伏
子
統
」
と
あ
る
こ
と
で
、
恐
ら
く
勝
も
王
も
共
に
符
字
で
あ

ろ、つ。
さ
て
上
掲
説
書
西
域
停
大
月
氏
園
の
僚
記
載
の
事
件
は
、
他
の
中

園
史
料
や
西
方
史
料
と
針
比
考
察
す
れ
ば
、

一
世
ど
の
よ
う
に
理
解

- 25-

さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
園
史
料
で
云
う

‘大
月
氏
園
が
、

ア
ム
流
域
・
ヒ
ン
ヅ
ク
シ
ュ
山
眠
聞
の

西
暦
第
一
世
紀
半
以
後
は
、

バ
ク
ト
リ
ア
地
方
を
中
心
と
し
て
強
勢
を
誇
っ
た
同
忌
自
(
貴
霜
)

王
園
に
嘗
た
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
北
現
時

代
の
大
月
氏
寄
多
羅
王
園
が
、
ギ
リ
シ
ャ
史
料
に
見
え
る
同
ら
ぬ
も

hah-

。mS占
c
q
g
p
町
民
ら
ぬ
も
h
2
H
q
h
a』
白
己
主
帆

E
c
n
(
同志向
Hミ叶
a
n
o
m
-
、E
c
n
)

同ハロ似凶ロ釦

ゃ
、
・
ク
シ
ャ
ン
貨
幣
の

同
ハ
正
問
日

ω州
wv--
ω
ユ
ω州

wv-

同
広
削

E
と
讃
ま
れ
る
銘
文
中
の
間
庄
町
ω
の
闘
に
嘗
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
H
N

・
2『
印

v
g
m口
氏
の
考
定
せ
る
如
く
、

寄
多
羅
系
大
月
氏
園
は
い
わ
ば
第
四
ク
シ
ャ
ン
王
朝
と
云
う
べ
き
も
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の
で
あ
る。

現
在
、
問
の
一

3
2
5
ω
P
Fぬ
れ
E
C三門

ge図
。
刀
げ
岳
山
一
-

芹

g
A
F
o
h白
E
w
-
-
Z∞)
や
、
極

一
雄
・
上
掲
書
等
に
よ
っ
て
、

54

色
白
円
山

王
朝
の
事
蹟
は
解
明
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
極
め
て
額
著
で
あ

る
。
た
だ
榎
氏
の
所
論
中
、

キ
ダ
1
-
フ
(
寄
多
羅
)
と
嬬
嬬
と
の
開
連

に
開
す
る
部
分
に
は
首
肯
し
難
い
離
が
存
す
る
。

い
ま
の

F
B
F
B白ロ

氏
の
論
著
そ
の
他
を
基
礎
と
し
て
簡
潔
な
推
論
を
し
て
い
る

ω
ω
g
o
F同
氏
の
キ
ダ

I
ラ
に
閥
す
る
近
著
〉

Z
2
0
0ロ
穴

E
R
ω

自
己
吾
作
間
正
常
吉
川
田
(
わ
と
回
目
M

自
l
N
勾
)
に
依
操
し
て
キ
ダ

1
ラ

王
朝
の
興
起
を
眺
め
よ
う
。

サ
サ
ン
朝
ベ
ル
シ
ャ
の

ω-福
田
)
日
二
世
(
=
一
一

O
J
三
七
九
)
が
第
一

次
ロ

l
マ
職
争
に
従
事
し
て
い
る
す
き
に
乗
じ
て
、
こ
れ
ま
で
サ
サ

ン
に
臣
従
し
て
い
た
ク
シ
ャ
ン
園
(
第
三
ク
シ
ャ
ン
王
朝
)
は
濁
立

し
た
が
、
三
五

O
年
ロ

1
7
職
争
が
終
結
す
る
と
シ
ャ
ー
プ

l
ル

肢
は
第
三
ク
シ
ャ
ン
王
朝
を
討
伐
し
て
こ
れ
を
亡
ぼ
し
、
そ
の
領
地

を
再
び
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
再
び
勃
渡
し
た
ロ

1
7
戦
争
の
影
響
と
思
わ
れ
る
が
、
彼

は
ク
シ
ャ
ン
の
一
王
と
安
協
し
た
。
三
五
九
年
ご
ろ
こ
の
ク
シ
ャ
ン

王
と
省
時
サ
サ

ン
朝
ベ
ル
シ
ャ
の
東
境
の
脅
威
者
で
あ
っ
た
聞
C
o
E円

族
と
が

シ

γ
i
プ
l
ル
二
世
と
和
し
、
そ
の
同
盟
者
と
な
っ
た
こ

と
は

ア
ミ
ア
ヌ
ス
・

7

ル
ケ
リ
ヌ
ス
の
記
録
で
も
知
ら
れ
る
が

な
お
こ
れ
を
裏
づ
け
る

一
連
の
ク
シ
ャ

γ
貨
幣
が
あ
り
、
そ
れ
は
シ

ャ
l
プ

I
ル
二
世
の
王
冠
と

町内広

ω
E
の
そ
れ
を
刻
し
て
い
る
。

キ
ダ

F
ラ
は
、
バ
ル
ク
の
サ
サ
ン
系
王
の
支
配
に
終
止
符
を
う
ち
、

ク
シ
ャ
ン
奮
領
土
を
恢
復
し
た
が
、

シ
ャ
ー
プ

l
ル
二
世
は
、
自
己

=ヨ

を
宗
主
と
認
め
ざ
し
た
だ
け
で
、
こ
の
キ
ダ

l
ラ
の
ク
シ
ャ
ン
奮
領

占
有
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

上
掲
、

西
域
停
大
月
氏
園
の
僚
に
、
寄
多
羅
の
支
配
す
る
大
月
氏

の
都
が
慮
監
氏
城
(
バ
ル
ク
)
で
あ
る
と
記
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

賓
に
こ
の
間
正
同
日

- 26ー

の
ク
シ
ャ
ン
依
復
後
の
状
態
を
の
べ
た
も
の

に
外
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

同
・
。
ロ
ユ
巾

-
a
u
.
ω
n
E
z
g
σ
m
a
m
p
j『
芯

凹

0
3
冨
O
ロ
吟
包
「
巾
師

向
円
〉
片
岡
町
国
三
件
同
ロ

(
g
b
g・
門
同
町
宮
門

EA山
間
・
同
叶
円
広
o-omECmw
同門出口

2
-
g

mロ
〉
同
問
『
同
三
回
同
白
ロ
凶
同
〈
-Mν
白コ
ω
-
H由
印

ω)
は
、
キ
ダ
l
ラ
を
シ
ャ
ー
プ
ー

ル
二
世
と
同
一
時
代
人
と
す
る
ギ
ル
シ
ュ
マ
ン
氏
の
考
設
に
疑
問
を
も
っ
た

が
、
こ
れ
に
封
し

ω同
Bo--口
氏
は
次
の
ご
と
く
断
じ
て
い
る
。

「
ハ

UZ1Aw-ωnzzsZ『
回
目
『
は

-
c
e
g
が
彼
の
貨
幣
上
に
模
刻
し
た

王
冠
は
、
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
二
世
の
そ
れ
で
は
な
く
、
ペ
自
己
叩
間
四
邑
ロ
(
合
∞
1

8
3
の
そ
れ
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、

E
E『
同
は
J
F
N
b
m岡
町
邑
ロ
の
同
時

代
人
で
あ
る
と
考
、え
て
い
る
。
著
者
ら
は
、
こ
の
同
一
視
を
ば
、
サ
サ

γ
王

園
の
王
冠
に
つ
い
て
の
ク
ル
ト
エ
ル
ド
マ
ン
の
研
究

『
サ
サ

γ
朝
王
冠
の
稜
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達
(
ア
ル
ス
イ
ス
ラ
ミ
カ
一
五
・
二
ハ
)
一
咽九
五
ア
』
に
そ
の
基
礎
を
置
い

て
い
る
が
、
そ
の
結
果
。
ロ
吋
目
立
と

ω
n
Eロヨ
σ
q
m
R
ーは
、
従
来
キ
ダ
l

ラ
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
一
貨
幣
を
ば
η
一
人
の
未
知
の
支
配
者
向

の
そ
れ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
の
ロ
ユ
色
と

ωnvEBσ
吋
閥
均
の
論
文

に
謝
す
る
批
評
と
し
て
〉
・
0
・
国
・
国
守
同
門
(
』
HN〉
ω・
H
8
3
は
『
未
知
の
支

配
者
は
副
賞
王
キ
ダ
l
ラ
に
非
ず
と
す
る
彼
ら
の
論
旨
怯
、
も
し
す
べ
て
の
十

一
の
貨
幣
銘
を
ば

切
omo
自
E
S
O
O
N
O
『
E
閃
O
刷

B
o
g
r
o
と
讃
む
べ

し
と
す
る
考
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
印
象
的
で
あ
っ
た
ろ
う
に
』
と

云
っ
て
い
る
」
。
キ
ダ
l
ラ
王
の
興
起
が
第
四
世
紀
半
の
こ
と
で
あ
る
の
は
、

貨
幣
銘
以
外
の
文
献
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
後
述
の
如
き
蛍
時
の
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
情
勢
か
ら
も
疑
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
上
掲
貌
書
の
文

意
よ
り
推
せ
ば
、
嘗
時
の
中
閤
λ
は
阿
内
五
同
『
同
を
人
名
と
解
し
て
い
た
と

見
る
べ
く
、
殊
に
同
じ
く
貌
書
小
月
氏
閣
の
僚
に
「
其
王
ば
本
、
大
月
氏
主

寄
多
羅
の
子
な
り
L

と
あ
る
の
は
、
明
か
に
人
名
た
る
を
示
し
て
い
る
。
ク

シ
ャ
ソ
貨
幣
銘
文
の
「
キ
ダ
l
ラ
、
ク
シ
ャ

l
ナ
王
」
「
ク
シ
ャ
l
テ
の
キ

ダ
ラ
」
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ャ
史
料
(
プ
ロ
ス
コ
ス
記
録
)
に

四
五
六
年
ベ
ル
シ
ャ
と
交
戦
中
の
ク
シ
ャ
ン
を
。
E
E
X
S
C内
同
ゐ
司
も
ミ

2

2
三。
c
E
E
C尚
一「
キ
ダ
ラ
と
呼
ぶ
フ
ン
」

h
L
S
Z口
古
川
。
E
E
C
n
「
キ
ダ
ラ

の
フ
ン
」
と
云
っ
て
い
る
用
法
等
は
種
族
名
を
思
わ
し
め
る
。
始
租
の
、名

を

王
朝
名
乃
至
代
々
の
王
披
と
し
て
用
い
た
た
め
、
他
園
人
よ
り
種
族
名
の
如

く
に
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
出

g
g仲間
一
寸

Z
O匂
町
三
回
}
広
印
刷
H
W
ロ門的い

回可思ロ昨日
g
M
Q
H
H
H・
MM・
ω巴
は
ギ
リ
シ
ャ
史
料
の

3
2
は
単
な
る
ギ
リ

シ
ャ
語
の

ω口
同
夜
だ
か
ら
、
本
来
の
族
名
は
ぷ

C
E「
¥
A
Z
R
で
あ
ろ

h

っ
と
し
、
中
園
史
上
の
契
丹
も
(
中
園
史
警
は
外
圏
音
r
を
n
に
書
き
換
え

て
い
る
例
多
け
れ
ば
)
え
宮
貨
を
潟
せ
る
も
の
と
し
、
キ
ダ
ラ
契
丹
設
を

設
い
て
い
る
。
し
か
し
第
四
世
紀
に
は
、
未
だ
東
モ
ン
ゴ
ル
の
弱
小
民
族
に

過
ぎ
な
か
っ
た
契
丹
の
朕
勢
ゃ
、
契
丹
の
原
名
は

1
2
8
gロ(『
E
-
g
c
で

あ
る
こ
と
(
愛
宕
松
男

・
契
丹
古
代
史
の
研
究
・
一
九
五
九
、
頁
一
六
三
J

一
七
一
)
か
ら
見
て
、
キ
ダ
l
ラ
を
契
丹
と
す
る
こ
と
に
は
難
黙
が
あ
る
。

さ
て
、
上
掲
西
域
俸
の
傍
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
キ
ダ

l
ラ
は
、

や
が
て
北
境
の
曙
曙
よ
り
し
ば
し
ば
侵
略
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、

遂
に
切
と

wv
な
る
麗
監
氏
城
を
捨
て
て
西
方
に
徒
ら
ざ
る
を
得
な

。。

く
な
っ
た
。
(
こ
の
説
書
北
史
西
域
惇
並
び
に
通
典
等
に
「
嬬
嬬
」
が
大
月

。。

氏
を
攻
撃
し
た
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
献
犠
が
大
月
氏
を
攻
態
し
た
」

の
誤
記
で
あ
る
と
な
す
考
が
従
来
庚
〈
行
わ
れ
て
い
る
が
、
何
等
史
料
的
根

織
あ
る
も
の
で
な
い
。
バ
ク
ト
リ
ア
に
エ
フ
タ
ル
が
勢
力
を
得
る
の
は
、
後

述
'の
如
く
嬬
嬬
が
大
月
氏
を
撃
破
し
た
以
後
の
こ
と
と
見
ね
ば
な

6
ぬ
。)

- 27ー

こ
の
嬬
嬬
の
パ
ク
ト
リ
ア
侵
入
に
つ
い
て
の
正
篠
な
年
時
、
情
況
を

親
書
は
停
え
て
い
な
い
が
、
西
域
俸
の
文
意
よ
り
見
て
、
こ
の
事
件

が
、
キ
ダ
ラ
大
月
氏
め
商
人
が
瑠
璃
製
法
を
俸
え
た
太
武
帝
官
官
J

aN)
の
代
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ

ら
に
嬬
嬬
が
ア
ム
河
流
域
に
ま
で
勢
威
を
及
ぼ
す
程
に
強
大
と
な
っ

た
以
後
で
あ
り
'、
而
も
こ
の
地
方
の
住
民
エ
フ
タ
ル
族
が
強
大
化
し
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濁
立
し
て
嬬
・輔
の
支
配
下
よ
り
脱
出
す
る
に
至
る
ま
で
の
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

エ
フ
タ
ル
族
の
こ
と
を
記
し
た
遁
奥
進

防
典
、
一
般
嵯
の
僚
に
は
、
「
啄
嵯
園
、

或
云
大

或
云
一
商
事
之
別
種

月
氏
之
別
種
、
其
源
出
於
塞
北
白
金
山
(
而
南
)、
至
後
説
文
成
帝
時

己
八
九
十
年
失
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
じ
く
エ
フ
タ
ル
の
事
を
記
し

た
滑
閣
の
僚
に
は
「
後
親
之
居
桑
乾
也
、
滑
狛
小
園
、
廓
輔
嬬
。
後

梢
強
大
、
征
其
芳
園
波
斯
、
渇
繋
陀
、
蔚
賓
、
亀
誌
、
疎
勅
、
姑
墨
、

子
関
等
園
駕
」
と
あ
っ
て
、

エ
フ
タ
ル
族
が
ア
ム
流
域
に
存
在
を
示

し
た
の
は
、
文
成
帝
(
品
目
N
J
念
日
)
時
代
よ
り
八
九
十
年
以
前
、
す
な

わ
ち
三
七

O
|
三
八

O
年
ご
ろ
で
あ
る
が
、
嬬
輔
が
勃
興
し
て
西
方

に
勢
威
を
及
ぼ
す
と
こ
れ
に
服
属
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柔
然
が
祉

衛
可
汗
の
功
業
で
モ
ン
ゴ
ル
に
興
起
し
た
の
は
、
四

O
二
年
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
勢
力
が
西
に
の
び
た
の
は
呉
提
可
汗
の
と
き
カ

イ
リ
の
烏
孫
族
は
曙
嬬
に
睦
迫
せ
ら
れ
て
葱

嶺
中
に
退
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
三
四
年
ご
ろ
に
は
、

以
上
の
欣
勢
よ
り
考
え
て
、
嬬
輔
が
同

C
E
E
(大
月
氏
寄
多
羅
)

を
攻
め
、
其
都
切
丘
一
岳
(
ぃ
康
監
氏
城
)
を
立
ち
の
か
し
め
た
の
は
、

大
関
四
三
四
年
ご
ろ
の
こ
と
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
な
お
恐
ら
く
、

」
の
と
き
の
攻
臓
に
は
、
古
来
か
ら
の
ス
テ
ッ
プ
遊
牧
民
の
常
例
よ

り
見
て
、
支
配
的
民
族
た
り
し
曙
・
噌
は
必
ず
や
ー
服
属
民
族
で
あ
る
娠

嵯
(
エ
フ
タ
l
ル
)
の
兵
力
を
利
用
し
た
の
に
相
違
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
北
史
(
及
び
現
行
本
貌
諮
)
西
域
俸
小
月
氏
園
の
僚
に
は

小
月
氏
園
は
富
被
沙
城

(
2
2
ω
a
z
g
H司
gny白
老
印
可
)
に
都
す
。

其
王
は
本
、
大
月
氏
王
寄
多
羅
(
町
内

E
R白
)
の
子
な
り
。
寄
多
羅
、

旬
奴
の
逐
う
と
こ
ろ
と
な
り
、

西
徒
す
。
後
、
そ
の
子
を
し
て
此

の
城
を
守
ら
し
む
。
因
っ
て
小
月
氏
と
競
す
。
:
:
:
其
城
東
十
皇
、

崩
御
塔
あ
り
周
三
百
五
十
歩
、
高
さ
八
十
丈
、
俳
塔
の
初
建
よ
り
計

り
て
武
定
八
年
に
至
る
に
八
百
四
十
二
年
な
り
。
い
わ
ゆ
る
百
丈

- 28ー

併
闘
な
り
。

と
あ
っ
て
キ
ダ
l
ラ
の
西
徒
を

「旬
奴
の
逐
う
と
こ
ろ
」
の
結
果
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
説
収
撰
修
の
親
書
原
本
に
は
「
嬬
輔
の
逐
う

と
こ
ろ
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、
北
史
編
修
者
が
轄
寓
の
際
旬
奴
と
誤

記
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
調
書
原
恥
よ
り
引
用
し
た
に
相

違
な
い
と
考
え
ら
れ
る
唐
の
杜
佑
の
遁
典
、
宋
の
柴
史
の
太
卒
隻
字

記
に
は
、
正
し
く

其
王
本
大
月
氏
王
寄
多
羅
子
也
、
寄
多
羅
篤
曙
輔
所
逐
、
西
徒
、

後
令
其
子
守
此
城

云
々

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
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因
み
に
、
キ
ダ
|
ラ
を
切
包
宵
宮
よ
り
逐
う
た
嬬
嬬
の
西
方
前
進
部
隊
は
、

そ
の
後
天
山
々
麓
地
帯
を
高
草
が
占
有
す
る
に
至
っ
た
の
ち
は
、
蛍
然
、
本

閣
と
の
連
絡
を
絶
た
れ
た
に
相
違
な
v
k
‘
そ
の
後
シ
ル
、
ア
ム
流
域
の
主
人

公
と
な
っ
た
厭
薩
や
酉
突
阪
に
吸
収
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
後
年
、

ベ
ル
シ
ャ
人
よ
り
同
R
B
S
Eロ
(
関
宅
、
h
H
5
5内
)
す
な
わ
ち

η
虫
の
ヒ
オ

ン
族
h
H

と
呼
ば
れ
た
ト
ル
コ
人
民
ル

シ
ャ
人
は
突
阪
以
外
の
ア
ル
タ
イ
系

種
族
を
も
ト
ル
コ
人
と
汎
稽
し
ら
の
一
種
ゃ
、
同
じ
く
テ
オ
フ
ァ
ー
ネ
ス

の
記
鍛
に
見
え
る
ポ
ス
ホ
ロ
ス
附
近
の
鐙
族
省
長
し
C
志
向
内
(
ま
た
は

、
。
も
副
島
内
)
や
ブ
ル
ガ
l
ル
王
公
表
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
関
O
Z
『
込
な
ど
は
、

こ
の
時
代
に
酉
移
し
た
嬬
嬬
の
後
議
、
或
は
そ
の
残
詩
的
枝
族
で
あ
っ
た
蓋

然
性
が
強
い
。
国
・
4
『
・
国
主
回
日
記
上
掲
書
に
よ
れ
ば
烈
R
B
は
中
期
ベ
ル
シ

ャ
語
で
虫
を
さ
す
語
で
あ
る
(
近
世
ベ
ル
シ
ャ
語
で
は
百
円
自

)O
L
P
E白
♂

同
0
5
2
の
中
に
は
と
も
に
古
代
ト
ル
コ
語
の
』
ロ
ユ
(
虫
)
を
見
出
す
の
で

あ
る
。
A
己
ユ
は
虫
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
が
、
ま
た
種
族
ト
ー
テ
ム
獣
、
狼

を
ば
(
直
言
せ
ず
暗
一
示
的
に
)
ざ
す
ア
ル
タ
イ
語
で
あ
る
。
嬬
嬬
の
可
汗
氏

族
名
の
郁
久
間
、
届
開
設
的
始
組
名
の
木
骨
聞
に
中
に
も
こ
の
宮
尽
を
見
出

し
、
彼
ら
が
狼
を
ト
ー
テ
ム
と
す
る
も
、
こ
れ
を

o
zユ
す
な
わ
ち
虫
と
呼

ん
で
い
た
種
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
察
に
難
く
な
い
。
同
じ
東
胡
系
民
族
の

出
身
と
し
て
ア
ル
タ
イ
語
を
母
園
語
と
し
た
北
貌
の
太
武
帝
が
彼
ら
を
虫
と

し
て
嬬
嬬
の
記
名
を
な
し
た
の
も
、
彼
ら
の
種
族
ト
ー
テ
ム
に
因
ん
だ
郷
織

的
行
篤
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
(
詳
く
は
国
・
4
『
・
国

2
8釘
上

掲
書
三
五
四
頁
を
見
よ
。
)
な
お
同
氏
は
ア
ヴ
ァ
l
ル
H
嬬
嬬
同
一
設
を
否

定
す
る
立
場
を
と
る
が
、
自
分
は
、
五
七
六
年
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
が
ト
ル
コ

可
汗
庭
に
涯
遺
し
た
ヴ
ァ
レ
ソ
チ
ヌ
ス
等
一
行
の
使
節
圏
に
封
し
、
ト
ル
コ

可
汗
寸
賞
品

5
(達
頭
)
の
弟
が
ア
グ
ア

ー
ル
の
事
に
燭
れ
、
彼
ら
ア
ヴ
7

1
ル
を
虫
ど
し
て
語
っ
た
事
件

(
メ
ナ
ン
デ
ル
所
侮
)
は
、
同
じ
狼
を
ト
ー

テ
ム
と
す
る
ト
ル
コ
系
民
族
で
も
阿
史
那
氏
族
系
は
虫
族
で
は
な
か
っ
た
こ

と
と
、
ア
グ

ァ
l
ル
が
西
方
に
進
出
し
た
嬬
嬬
の
一
ぃ枝
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ

と
と
を
強
く
思
わ
し
め
る
も
の
と
思
う
。

曙
嬬
の
た
め
に
切
ω
-
w
y
(虚
監
氏
城
)
を
逐
わ
れ
た
キ
ダ
l
ラ
は、

酉
に
逃
れ
た
。
こ
れ
は
大
月
氏
園
の
俸
に
は
っ
き
り
ど
西
徒
の
二
字

が
明
記
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
小
月
氏
の
俸
に
も
、
寄
多
羅

西
徒
と
明
記
さ
れ
て
い
て
疑
う
徐
地
は
な
い
。
榎
氏
上
掲
書
は
、
慮

- 29-

監
氏
域
。と
薄
羅
城
と
は
同
一
都
市
で
あ
り
共
に
回
白

-wv
で
あ
っ
た

と
す
る
た
め
、
キ
ダ

l
ラ
は
遷
都
し
た
の
で
は
な
い
と
す
る
が
、

こ

れ
ら
親
書
停
文
に
云
う
「
西
徒
」
の
二
{子
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ

パ
グ
グ
シ
ヤ
シ

か
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
且
つ
停
文
に
は

「
慮
監
氏
城
は
弗
敵
沙
の
西
に

あ
り
」
と
あ
り
、
そ
の
聞
の
距
離
は
記
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

規
都
の
代
と
虚
監
氏
城
と
の
距
離
一
回
、
五

O
O里
に
射
し
代
と
弗

敵
沙
と
の
距
離
が

二
二
、
六
六

O
皇
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

弗
敵
沙
と

慮
監
氏
城
聞
の
距
離
は
、
大
約
八
四

O
里
な
る
べ
き
こ
と
は
、
す
で

闘

に
先
人
も
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
否
定
で
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
俸
文
に
は
さ
ら
に
「
簿
羅
城
は
弗
敵
沙
を
去
る
こ
と
二
千
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一
百
塁
L

と
あ
っ
て
、
虚
監
氏
城
弗
敵
沙
問
の
距
離
と
薄
羅
城
・
弗

敵
沙
問
の
距
離
に
は
甚
し
き
差
異
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
古

代
中
国
史
料
に
お
け
る
西
域
諸
園
に
つ
い
て
の
方
位
、
星
放
記
事
に

科
準
的
正
確
さ
を
求
む
る
は
勿
論
安
嘗
で
な
い
州
、
し
か
し
こ
の
差

は
徐
り
に
も
大
で
、
こ
れ
の
み
か
ら
も
薄
羅
城
が
慮
監
氏
城
と
岡
市

で
あ
る
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る。

』・
冨

ω
2
5
3
い
何
日
口
出
血
宵

ω・
日
が
、

漢
代
高
附
翁
侯
の
都
を

関
山

σロ-

こ
れ
を
一
つ
の
前
提
と
し
て
薄
羅
を
カ
ス
ピ
海

と
考
え
、

東
南
岸
の

同ハ

E
∞ロ
ot宅
O
己的}内

の
入
江
に
そ
え
る

∞
白
片
町
削
口
市
に

そ
の
前
提
に
お
い
て
誤
を
含
む
け
れ
ど
も
(
高

ω
 

附
翁
侯
の
都
は
カ
l
プ
ル
で
は
な
い
)
し
か
し
結
論
的
に
は
、
弗
敵

比
定
し
た
こ
と
は
、

沙
か
ら
の
方
位
、
距
離
並
び
後
年
に
お
け
る
べ
ル
シ
ャ
王
の
キ
ダ

1

ラ
王
都
攻
略
情
況
等
を
考
え
れ
ば
、
受
賞
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

ギ
リ
シ
ャ
史
料
(
プ
リ
久
タ
ス
の
記
鍬
)
は
四
六
七
年
ご
ろ
ベ
ル
シ

ャ
皇
帝
M
M
m

円。N
が
の
己
認
似
ロ
よ
り
進
ん
で
キ
ダ
l
ラ
族
を
破
り
、

そ
の
都
市
均
三
角
応
、

(
切
と

E
B
)
を
占
領
し
た
こ
と
を
停
え
て
い

る
が
、

マ
ル
ク
ヮ
ル
ト
氏
は
こ
の
切
色
白
川
町
一
自
を
切
包
}Sロ
に
比
定

し

部
羅
を
そ
の

∞白

-
2
5

な
お

の
音
謹
と
す
る
の
で
あ
る
。

同

2
8釘
氏
は
、

E
B
は
ソ
グ
ド
語
で

虫
色

E
口問

ω
E去
を
意

味
す
る
か
ら
、
こ
の

NFLghh
は
∞
与
印

E
S
(
ω
E骨
円
四

g
Hよ
ヤ

岡

田
円
。
ロ
)
の
靴
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、

け
だ
し
安
常
な
解

稗
で
あ
ろ
う
。

か
く
キ
ダ
l
ラ
王
は
嬬
嬬
の
た
め
に
バ
ル
ク
を
去
っ
て
カ
ス
ピ
海

そ
の
後
、
再
び
勢
威
を
恢

南
東
の
バ
ル
カ
ン
方
面
に
商
移
し
た
が
、

復
し
た
も
の
の
如
く
、
大
山
す
な
わ
ち
ヒ
ン
ヅ
ク
シ
山
脈
を
越
え
て

北
イ
ン
ド
に
侵
入
し
、
乾
陪
羅
(
の
ωロ門同宮町
ω)
以
北
の
五
つ
の
園
を

服
属
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
な
お
北
史
及
び
現
行
親
書
の
西
域
俸
大

月
氏
園
の
僚
は

「遺
西
徒
、
都
薄
羅
城
、
去
弗
敵
沙
二
千
一
百
皇
、

- 30ー

其
王
寄
多
羅
勇
武
途
輿
師
、
越
大
山
、
南
侵
北
天
竺
、
自
乾
随
羅
以

北
五
園
登
役
属
之
」
と
あ
る
の
み
な
の
で
文
意
が
暖
昧
で
あ
る
。
即

ち
キ
ダ
l
ラ
の
西
徒
そ
の
も
の
が
、

イ
ン
ド
侵
入
に
あ
た
る
如
く
に

も
受
取
れ
る
。
勿
論
そ
れ
な
ら
商
徒
で
は
な
く
南
徒
で
あ
る
が
、
と

に
か
く
腰
味
を
兎
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
じ
逼
典
や
太
卒
賓
字
記

等
、
親
収
原
書
を
寓
し
た
と
見
る
べ
き
文
献
に
は
、
二
千
一
百
塁
の

下
に
「
後
」
の
一
字
が
あ
る
の
で
事
情
は
明
か
に

7
解
し
得
る
。
恐

ら
く
現
収
原
著
に
は
後
の
字
が
あ
っ
た
の
を
北
史
の
編
纂
者
が
轄
寓

の
際
遺
脱
し
、
さ
ら
に
こ
れ
が
現
行
本
親
書
に
停
わ
っ
た
も
の
で
あ

ろ、つ
。



こ
の
キ
ダ

l
ラ
王
の
ガ
ン
ダ
I
ラ
地
方
征
服
、
小
月
、氏
園
建
設
の

正
確
な
る
年
時
は
勿
論
不
明
で
あ
る
が
叶
上
述
の
如
く
四
三
四
年
ご

ろ
キ
ダ
l
ラ
王
が
バ
ル
ク
を
逃
れ
て
、
パ
ー
ラ
ー
ム
(
バ
ル
カ
ン
)
に

都
し
て
よ
り
、
数
年
闘
力
を
蓄
積
し
て
北
イ
ン
ド
に
南
征
し
た
と
す

れ
ば
、
四
三
五
年
ま
た
は
そ
の
数
年
後
で
あ
ろ
う
。
後
年
(
北
貌
の

正
光
元
年
五
二

O
)
北
親
の
信
宋
雲
が
北
イ
ン
ド
を
通
過
し
た
と
き
に

は
、
す
で
に
小
月
氏
圏
は
存
在
せ
ず
エ
フ
タ

l
ル
の
勅
慰

(dm札
口
)

が
統
治
す
る
乾
陀
羅
(
ガ
ン
ダ
l
ラ
)
園
が
あ
り
、
「
エ
フ
タ
ル
が
治
園

以
来
す
で
に
二
世
を
経
た
り
」
と
あ
る
。
恐
ら
く
エ
フ
タ

l
ル
は
小

月
氏
王
よ
り
乾
陀
羅
を
奪
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
小
月
氏
園
の
滅

亡
は
宋
雲
通
過
の
五
二

O
年
よ
り
四
十
年
程
も
以
前
の
こ
と
と
見
る

べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
キ
ダ
l
ラ
系
小
月
氏
圏
を
ざ
す
と
考
え
ら
れ

キ

ヨ

タ

ラ

る
車
多
羅
園
の
使
者
が
北
貌
の
太
和
元
年
(
四
七
七
)
に
中
園
に
舎

衛

(ω
品〈
8
5
・
墨
伏
羅
(
』
与
三
曲
)
等
近
隣
イ
ン
ド
諸
園
と
共
に

ω
 

入
朝
し
て
い
る
の
に
徴
せ
ば
、
小
月
氏
園
の
滅
亡
は
四
七
七
年
の
直

後
ご
ろ
と
断
ず

e

へ
き
で
あ
ろ
う
。
ざ
す
れ
ば
、
キ
ダ
l
ラ
系
小
月
氏

園
の
存
績
は
き
わ
め
て
概
略
に
み
て
四
三
五
年
ご
ろ
よ
り
四
八

O
年

ご
ろ
ま
で
の
間
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

147 

キ
ダ

l
ラ
王
は
ガ
ン
ダ
l
ラ
以
北
五
闘
を
攻
略
す
る
と
、
息
子
に

鎮
せ
じ
め
た
tー
と官

及雇
守沙
ら城
園雪
が同
小宮
月吾
氏 R
園釦

と即
稿ち
さ】・
れ (f
しe"
手芸
:;(1司R
iま

こ
の
地
を
委
ね
、

貌
書
西
域
停
小
月
氏
園
の
僚
の
-
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ざ
れ
ば
そ

の
文
意
よ
り
し
て
、
キ
ダ
l
ラ
王
自
身
は
北
イ
ン
ド
征
服
後
、
首

都
∞
色

S
S
薄
羅
に
北
聞
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。

』
・
冨

ω
2
5
F
何
日
ロ
回
}
戸
時
・
℃
日
y
g
l
u∞
は
プ
リ
ス
ク
ス
の
記
録

等
を
も
と
に
し
て
、
四
五
六
年
に
は
ベ
ル
シ
ャ
の
J

円。
N
仏
o
m
o
E
二

世
が
キ
ダ
l
ラ
人
と
職
っ
て
い
た
こ
と
、

そ
の
戦
線
が
H
J
R
h

も
否
グ

ル
ガ
ン
方
面
で
あ
っ
た
こ
と
、

J
P
N
仏
ゆ
問
。
一
邑
ロ
が
死
ん
で
句
。
門
O
N

- 31-

(合
ω
l
串
∞
念
が
即
位
す
る
と
ク
シ
ャ
ン
王
(
す
な
わ
ち
キ
ダ
イ
ラ
王
)
が

死
ん
で
、
弱
年
の
子
ク
ン
ガ
ス
が
位
を
つ
い
だ
が
、
長
期
職
に
憎
ん

だ
べ

I
ロ
i
ヅ
が
こ
の
キ
ダ

l
ラ
人
の
王
に
縁
組
み
を
申
込
ん
だ
こ

と
等
々
を
明
か
に
し
て
い
る
。

ク
ン
ガ
ス
の
父
王
は
イ
ン
下
よ
り
騎

還
し
た
寄
多
羅
か
、
ま
た
は
そ
の
子
孫
な
る
キ
ダ
l
ラ
王
で
あ
っ
た

と
恒
ω
わ
れ
る
。

問
。
岳
、
H
R
N
q

ク
ン
ガ
ス
は
、

ク
ン

可
汗
の
意、岡ハ

でゥ
の シ
ろヒ

三氏
の
ヱ工
つ
如
く
正
し
く
は

同
色
t
H
R
H
で
で
、

周
知
の
如
く
可
汗
蹴

は
嬬
曙
に
よ
っ
て
帝
王
の
傘
絹
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
針
。
か
つ
て
は

キ
ダ
l
ラ
系
ク
シ
ャ
ン
を
囲
め
た
曙
輔
の
西
方
前
進
部
隊
も
高
率
エ
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フ
タ
ル
雨
族
の
興
起
に
よ
っ
て
本
園
と
の
連
絡
を
断
た
れ
、
却
っ
て

キ
ダ
ラ
系
ク
シ
ャ
ン
に
降
る
曙
嬬
人
も
多
く
、
そ
の
結
果
キ
ダ
ラ

ク
シ
ャ
ン
の
王
も
嬬
嬬
的
傘
稿
の
可
汗
の
貌
を
有
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

四
六
八
年
に
ビ
ザ
ン
ツ
に
現
れ
た
ベ
ル
シ
ャ
使
節
は
、
H
M
巾
吋

O
N

が

キ
ダ
l
ラ
人
を
破
り
、

そ
の
都
市

均
三

S
E
を
奪
取
し
た
こ
と
を

誇
っ
て
い
る
。
大
月
氏
の
都
薄
羅
も
途
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。

ク
ヮ
ル
ト
氏
(
並
び
に
マ
カ

l
ト
ニ

l
氏
ら
)
は
、

ζ

の
ク
ン
ガ
ス

ーτ7

ノレ

が
、
首
都
を
失
っ
た
た
め
に
南
下
し
ヒ
ン

e

ツ
ク
シ
を
越
え
ガ
ン
ダ
l

ラ
に
入
っ
て
小
月
氏
園
を
建
て
た
と
考
え
る
が
、
こ
れ
は
漢
文
史
料

の
誤
解
に
過
ぎ
な
い
。
ガ
ン
ダ

1
ラ
で
の
小
月
氏
園
建
設
は
本
論
既

述
の
如
く
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
北
イ
ン
ド
を
委
ね
ら
れ
た
キ
ダ
l
ラ

王
の
息
子
(
小
月
氏
王
)
と
ク
ン
ガ
ス
は
別
人
で
あ
り
、
こ
れ
を
混
同

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ガ
レ
グ

1
7

ゴ
パ
1
ラ
凶

な
お
北
史
西
域
俸
に
「
乾
陀
園
、
本
名
業
波
鴛
啄
嵯
所
破
、
因
改

駕
」
と
あ
る
た
め
、
従
来
ガ
ン
ダ
l
ラ
な
る
地
名
は
エ
フ
タ
ル
の
該

地
征
服
に
は
じ
ま
る
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
。
北

史
は
宋
雲
行
記
を
誤
解
し
て
加
筆
引
用
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
行

記
に
は
エ
フ
タ
ル
侵
入
に
よ
っ
て
改
名
さ
れ
た
と
は
書
い
て
い
な
い
。

上
掲
説
書
西
域
俸
大
月
氏
園
の
僚
に
は
、
t

寄
多
羅
が
乾
陀
羅
以
北
の

五
園
を
征
し
た
と
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
名
を
あ
げ
て
お
り
、
キ
ダ
l
ラ
侵

入
以
前
か
文
は
キ
ダ
l
ラ
入
居
の
と
き
に
改
名
せ
ら
れ
た
と
見
ね
ば

な
ら
ぬ
。

阿
内
五
凶
円

ω
に
つ
い
て
は
、

な
お
述
ぶ
べ
き
事
項
が
多
い
が
、
本
論

文
の
主
目
的
で
あ
る
嬬
嬬
勢
力
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
伸
張
、
嬬
嬬
の

キ
ダ
l
ラ
ク
シ
ャ
ン
攻
撃
の
情
形
、

そ
の
影
響
等
に
つ
い
て
は
す
で

に
、
史
料
の
許
す
限
り
明
白
に
な
し
得
た
と
思
う
か
ら
、

い
ま
は
深

く
言
及
せ
ぬ
。
要
す
る
に
曙
曙
と
ア
ヴ
ァ

l
ル
を
同

一
な
り
と
す
る

。

か
否
か
の
問
題
は

一
臆
別
と
し
て
も
、
西
暦
第
五
世
紀
、
曙
嬬
の
西

- 32ー

進
部
族
が
バ
ル
ク
地
方
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
如

く
中
園
史
料
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
の
情
形

・
影
響
は
東
西
南
史
料
に

よ
っ
て
、
相
嘗
明
白
に
、
こ
れ
を
知
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
。

註ω嬬
嬬
(
柔
然
)
な
る
名
稽
は
、
殿
密
に
は
、
郁
久
間
部
族
を
中
心
と
す
る

遊
牧
園
家

l
同
族
的
部
族
連
合
体
の
名
総
と
見
る
べ
き
で
あ
る
が
(
拙
著

柔
然
族
史
序
設

・
羽
田
博
士
領
事
時
記
念
東
洋
史
論
叢
)
、
こ
こ
で
は
康
義

に
、
そ
の
連
合
体
の
中
核
を
な
せ
る
民
族
の
意
味
に
用
い
る
。
嬬
婿
の
宙
開

立
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
後
貌
柔
然
表
L

(

東
洋
史
研
究
八
・

5
・
6
参
照
)

ω突
販
の
二
字
が
ア
ル
タ
イ
語

吋
ξ
宵
正
(
斗
ξ
宵
の
モ
ン
ゴ
ル
誇
型
復
敏
)
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の
音
課
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ぬ
が
、
か
く
の
如
き
複
数
形
は
彼
等
の

自
稽
で
な
く
、
彼
等
は
↓
に
吋
，
C
円
宵
と
自
稽
し
た
の
だ
か
ら
、
突
販
の

原
名
は
、
H
，FF
円
}
内
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

川W

開
・出
・
】

M
R
r
R
-
〉
吋
F
O
ロ
凹
釦
ロ
向
日
ペ
何
回
円
加
え
忌
叩
吋
白
叶

gz-同

u
-
H
N
H
・

ω拙
稿
「
貌
書
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
ニ
・

6
)
。

伺
上
掲
拙
稿
参
照
。
特
に
西
域
俸
の
成
立
補
綴
復
原
等
に
つ
い
て
は
船
木
勝

馬
「
貌
書
西
域
俸
考
」
(
東
洋
史
夢
二
・
三
)
。

川
何
回
曲
目
の
語
義
等
に
つ
い
て
は
、
国
・

4
『
・
国

2
8日間
-

H
，Z
o
Z
1島仲田

何
回
]
宮
内
田

C
V
O
『

a-mω
田内三月比凹

nymロ
〈
注
目
内
町
『
(
切
可
N
同
ロ
氏
。
ロ

M
M
H
H
H

s
g・匂・
ω宏
)
参
照
。

開
「
而
南
」
の
二
字
、
北
史
西
域
俸
に
見
ゆ
。
恐
ら

C
貌
書
原
本
に
有
せ
し

を
杜
佑
が
腕
落
せ
し
も
の
な
ら
ん
。
叉
文
献
遁
考
に
は
「
七
八
十
年
」
と

あ
る
が
、
通
典
の
八
九
十
年
を
と
る
べ
き
で
あ
る
(
船
木
勝
馬
・
エ
フ
タ

ル
に
閥
す
る
中
園
史
料
に
つ
い
て
・
史
淵
六
一
)
。

、

帥
北
史
貌
書
西
域
停
烏
孫
圏
の
僚
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
烏
孫
の
バ
ミ
l
ル
退

縮
は
、
太
延
三
年
(
四
三
七
)
遺
使
以
前
の
こ
と
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
太

延
五
年
に
嬬
嬬
可
汗
の
呉
提
が
、
「
今
天
下
唯
我
彊
な
り
。
爾
後
鎗
の
使

者
あ
る
も
恭
奉
す
る
勿
れ
」
と
西
滅
諸
固
に
令
し
た
の
は
、
そ
の
勢
威
が
・

ひ
ろ
く
西
方
に
伸
び
た
の
を
示
し
て
い
る
。
後
年
貌
の
使
者
が
訪
ね
た
烏

孫
は
す
で
に
パ
ミ

1
ル
に
退
縮
し
た
烏
孫
の
地
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
以

後
の
西
域
諸
園
の
北
貌
遁
商
は
専
ら
螺
嬬
の
認
可
の
下
に
行
わ
れ
た
も
の

と
解
さ
れ
る
。

制
緩
書
西
域
俸
小
月
氏
の
僚
が
、
貌
収
の
原
本
に
存
せ
し
も
の
に
相
異
な
い

こ
と
は
船
木
勝
馬
「
貌
書
西
域
俸
の
復
原
」
下
(
東
洋
史
拳
・
五
)
を
見

ょ
。
も
し
も
大
月
氏
の
僚
に

a

見
え
る
嬬
嬬
の
攻
態
と
別
個
の
(
即
ぢ
嬬
嬬

で
な
い
も
の
の
)
攻
撃
を
、
小
月
氏
の
僚
が
記
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
貌

収
は
「晶
画
然
そ
の
旨
を
明
記
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
小
月
氏
の
僚
に
見
え

る
寄
多
羅
の
西
移
は
、
大
月
氏
の
篠
に
見
え
る
嬬
嬬
侵
入
に
よ
る
西
移
と

同
事
件
を
云
っ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
北
史
小
月
氏
の
僚
に

「
何
奴
」
と
あ
る
の
は
北
史
作
者
の
誤
寓
に
よ
る
。
こ
れ
は
貌
収
原
本
を

潟
し
た
遁
典
・
太
卒
隻
字
記
に
嬬
嬬
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
明
で
あ
る
。

帥
国
・

4
『
・
出
回

g
a
m--
E
m
o
s
-
-
g
S
R
e
m
8
E
S
S
E
Z
2
v
m

出向
H
-
W
C
ロ
枠
内
田
町
『
開
口
『
口
問
】
同

ZnFmロ
〉
者
同
同
・
0
ロ
(
ハ
リ
〉
し
『
・
同
-
H
)

ω出
2
8
-
m
広
広
・
同
氏
は
サ

+γ
史
料
開
帥
『
ロ
助
言
回

mF
に
、
ベ
ル
シ
ヤ

の
北
東
に
住
ん
で
い
た
種
族
の
王
が
「
虫
の
玉
」
と
絡
さ
れ
た
こ
と
、
プ

ロ
ト
プ
ル
ガ
ー
ル
系
支
配
者
名
の
同
志
、
島
叶
え
に
は
古
代
ト
ル
コ
諮
の

J
Z
E
σ
曲
Z
(虫
の
王
)
を
見
出
し
得
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
同
氏
は

し
か
し
、
こ
れ
ら
を
以
っ
て
ト
ル
コ
族
一
般
の
狼
崇
奔
の
結
果
と
見
、
嬬

嬬
と
の
直
接
の
結
び
つ
き
と
は
認
め
な
い
。
し
か
し
、
突
阪
や
高
車
が
狼

を
特
に
虫
と
し
て
自
族
ト
ー
テ
ム
と
し
た
讃
左
は
存
を
ず
、
虫
ト
ー
テ
ム

は
嬬
嬬
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
如
く
思
え
品
。
西
ト
ル
キ
ス
タ

γ
の
虫
ト

ー

l
テ
ム
種
族
は
嬬
嬬
の
後
沓
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

t

帥
白
鳥
庫
吉
「
西
域
史
上
の
新
研
究
」
(
西
域
史
研
究
一
四
五
頁
)
。

舗
と
く
に
、
バ
ダ

F
シ
ャ
ン
・
バ
ル
ハ
ン
簡
は
員
の
西
彼
で
は
な

C
、
西
西

北
移
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
距
離
を
二
千
一
百
星
と
す
る
の
は
精
短
き

'

に
失
す
る
が
、
そ
れ
程
の
正
確
さ
を
古
代
中
園
史
料
に
求
め
る
こ
と
は
無

理
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
貌
書
西
域
俸
の
塁
数
に
は
賞
地
を
踏
み
し
結
果
で

な
く
、
漢
書
西
城
俸
の
星
放
に
代
・
長
安
間
距
離
一
九

O
O星
を
机
上
加
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算
し
て
算
出
せ
る
個
所
あ
り
て
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
松
田
誇
男
「
古
代

天
山
の
歴
史
地
理
的
研
究
」
頁
一
六
四

J
一
八
六
に
詳
し
。
さ
れ
ど
机
上

計
算
な
れ
ば
と
て
、
全
く
史
料
依
値
な
し
と
は
云
え
ぬ。

帥
白
鳥
廊
士
口
・
上
掲
書
・
一
四
八

J
一
五
一
頁
。

帥
注

ω参
照
。

州
側
突
阪
そ
の
他
ト
ル
コ
系
諸
族
に
お
け
る
皇
子
ま
た
は
皇
弟
の
総
統
。
特
動

・
直
脚
部
な
ど
と
も
漢
字
課
さ
れ
て
い
る
。
イ
ラ
ン
種
ら
し
い
エ
フ
タ
!
ル

が
此
放
を
用
い
た
の
は
西
方
に
来
て
い
た
嬬
嬬
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
エ
フ
タ
ル
が
イ
ラ
ン
種
で
あ
っ
た
か
否
か
は
確
定
的
で
な
い
。

北
史
・
通
胤
ハ
が
一
一
説
と
し
て
傍
え
て
い
る
エ
フ
タ
ル

H
高
草
族
設
が
良
質

な
ら
ば
、
エ
フ
タ
ル
は
鰯
鰯
よ
り
輸
入
す
る
ま
で
も
な
く
テ
ギ
ソ
の
官
放

を
自
ら
古
く
よ
り
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
フ
タ
ル
が
イ
ラ
ン

系
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
雨
書
の
停
え
る
如
く

エ
フ
タ
ル
は
、
か
つ
て
金
山

(
ア
ル
タ
イ
)
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
蛍
時
鮮

卑
系
諸
族
よ
り
こ
の
官
放
を
早
く
か
ら
輸
入
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

間
何
奴
・
鮮
卑
等
の
首
長
の
大
体
の
在
位
卒
均
年
数
は
一
王
十
二
年
で
あ
る
。

吻
論
、
自
然
環
境
生
活
紋
態
そ
の
他
で
異
同
あ
ら
ん
も
、
小
月
氏
閣
王
の

一
代
の
年
数
も
左
期
信
長
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。

帥
車
多
羅
が
寄
多
羅
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
入
朝
等
に
つ
い
て
は
榎
一
雄
・
エ

フ
タ
ル
民
族
の
起
原
(
和
国
防
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
)
が
論
じ
て
い

，。。

制

ω白
Eo--口
氏
上
禍
京
も
す
で
に
強
調
し
て
い
る
如
く
、
こ
の
小
月
氏
園

は
、
小
、
古
に
出
て
い
る
所
の
筏
代
美
族
問
に
存
在
し
た
小
月
氏
閣
と
は
全

く
別
個
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
後
泰
の
鳩
摩
経
什
が
課
し
た
〉
雪
印
同
一
ye

o
g
馬
鳴
菩
薩
俸
に
見
え
る
北
天
佐
一
小
月
氏
閣
と
も
直
接
の
閥
係
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ

キ
ダ

l
-フ
系
小
月
氏
園
が
建
設
さ
れ
る
は
る

か
以
前
に
も
こ
の
地
方
に
小
月
氏
関
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ

と
は

認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

帥
マ
ル
ク
ワ
ル
ト
氏
も
す
で
に

C
σ
R
色
白
目
〈
。
-
r
a
zョ
。
旬
開
。
ョ
同
ロ

m
p

S
H品・目
u
・
弓

に
お
い
て
こ
の
キ
ダ

1
-フ
玉
の
岡
県
の
名
(
笈
は
タ
イ
ト
ル
)
が

ρ
ロ
ロ
ム
帥
ロ

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は

出血

c
g一同
氏
に
よ

っ
て
一
一
服
明
確
化
さ
れ
た
。
「
プ
リ
ス

コ
ス
に
よ
れ
ば

関
E
Z
E‘、
(ρ
ロ
ロ
-

M
白
ロ
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
敏
行
あ
と
に
出
て
く
る

市内

E
ヒ
H
5・
は

問。
c
，

Z
Qヒ
の
語
尾
の

セ
を
第
四
格
を
形
成
す
る
も
の
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
、

そ
れ
に
つ
づ
く
主
格
と
し
て
用
う
べ
き
開
き
ヒ

Hqヒ
を
問
。

E
H島
内
に
改

め
た
築
潟
者
の
過
誤
に
よ
る
。

切
C
C
『m
n
y
の
テ
キ
ス
ト
に

同
き
「

H
E、

と
あ
る
は
、
す
で
に
マ
ル
ク
ワ
ル
ト
に
よ
っ
て
問
。

E
H
S、
に
改
め
ら
れ

て
い

る
。
古
文
書
象
上
、
こ
の
改
正
は
異
議
な
し
。

後
世
の
小
文
字
、

(
一
六
世
紀
よ
り
の
何

H
S
G
S
手
符
)
で

は
て
は
符
駄
な
く
、
こ
の
形

で
は
可
と
区
別
し
難
い
」
国
同

c
g一
間
上
掲
番
三
五
三
頁
。
タ
ン
可
汗
の

タ
ン
に
つ
い
て
は
現
在
意
義
不
詳
と
し
て
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

制
汗
・
可
汗
は
鮮
卑
で
士
日
く
か
ら
曾
長
続
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
嬬
螺
に

至
つ
て
は
じ
め
て
草
子
械
に
か
わ
っ
て
大
帝
王
の
続
と
な
っ
た
(
拙
稿

「

ω05巾
ロ
♀

2
8』

o
z
g
一

ω
z
a
s
E
S
E
日
当
応
急
包

g

s勾
及

び
「
柔
然
族
史
序
説
」
参
照
。

幽
玄
白

2
5「
ゲ
開
『

E
S
F門
司
・
印
∞
・
冨
白
門
出
『
ロ
ミ
・

-σ
広
・
匂
-

N
吋
H

倒
業
波
羅
の
原
名
に
つ
い
て
は
諸
設
あ
る
。

い
ま
は
一
腹
痢
訴
徳

・
解
説
西

域
記
の
訟
に
従
う
。
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Yu・pei・ts'ang預備倉 andShe-ts'ang祉倉 underthe Ming明

Ayao Hoshi 

For the Lung-ch'ing隆慶 andthe Wan-li高暦 eras，the system of 

She-ts'ang was established to displace the declining Yu-pei-ts'ang system_ 

Both were for the relief of the destitute， the old system was public， but 

the new one civiL This change runs parallel with the antecedent change 

from the Li-chia 塁甲 systemto the Hsiang-yueh郷約.Pao-chia 保甲

， system in the rural organization. and it is thought that the Yu-pei-ts'ang 

system functioned in co-operation with the Ch'ang-p'ing-ts'ang常卒倉，

Lin-ch'ing品 'ang臨清倉 andTe-chou-ts'ang徳州倉.

The Juan-juan (嬬嬬)'sInvasion of Kidara.匂-Ku品an

Ginρu Uchida 

The articles on Greater-yueh-shih 大月氏 State，and Lesser yueh-shih 

小月氏 Statein Hsi-yu・chuan西域停， Wei-shu親書 are thought to be 

reliable as the historical sources. comparing with the corresponding parts 

in T'ung-tien 通典 and T'aiーがing-huan-yu-chi 太卒賓字記 which are 

considered to have survived from the original edition written by羽Tei-shou

親収. According to these records on Ta-yueh-shih State， Chi-to-lo寄多羅，

the King of the state， moved the capital westward from Lu-chien-shih 

虚監氏 Castleto Po-lo薄羅 Castleon account of the ]uan-juan's invasion. 

“Chi-to-lo'・and“Lu-chien-shih" Castle can be identified. the one with 

“Kidaraヘaterm which is found in the Greek sources and in a series of 

Kusan coins; and the other with “Balkh ぺ Theauthor agrees with 

J. Marquart's opinion that Po-lo Castle was situated at Balkan， in the south-

east corner of the Caspian sea. The article on Hsiao-yueh-shih State in 

Wei-shu; the current edition， states that Chi-to・lo'smigration to the west 

was caused by the invasion of the “Hsung-nu"旬奴. But the author 
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supposes that Wei-shou himself must have written -‘ Juan-juanぺnot

“Hsung-nu" in his original edition， judging from the fact that the word 

“Juan-juan" occurs in the corresponding position both in the texts of the 

T'ung-tien and T'ai-p'ing-huan-yu-chL Moreover the Juan-juan's invasion 

of Ta-yueh-shih State can be dated about 437 A_D_ when the Jl，1an-juan 

extended their power in the west， as far as the Ephtalite_ Marquart says 

in his article that the Hsiao-yueh-shih State was founded by Kunghas， the 

son of Kidara， about 468 A_D_ when he was defeated by the Persians_ 

But in the opini'on of the author， it was founded by J<:idara to whom 

another son， not Kunghas， succeeded after Kidara was ariven out of the 

Lu・chien-shihCastle. 

The pre-history of Shen-t'se-chun紳策軍

Tatsuo Obata 

The Shên-t'~-chün is faJJlous in history for its great inftuence over 

the politics of the T'ang唐. 1抗twaおsthe most powerful body in the Cαhi泊n

(禁軍， the Imperial Guar吋dsめ). But originally it had been created not as a 

de同tchmentof the Imperial Guards， but only as one of the frontier guards. 

Why did it come to beIong to the Imperial Guards? The author. tries to 

pr田 entan answer， tracing its career through the An.-Shih安史 Rebellion

and the Tibetan's invasfon of China. 

Tao-yen這街 (YaoKuang-hsiao挑麗孝)泡 Life

Tairyo Makita 

T'ai tsung太宗， the Second Emperor of the Ming明， made his way 

to the tlirone by disloyal means， i.e. the Ching-nan 靖難 Rebellion. And 

the ringleader of this rebellion is asserted to be the Buddhist monk， Tao-

yen， 1335-1418. Afterwards he was“graciously permitted" to return to 

secular life by the supreme commond of the emperor and then given the 
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